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   Ｇ０９Ｆ   9/00     (2006.01)
   Ｇ０２Ｂ   1/11     (2006.01)
   Ｇ０２Ｂ   5/30     (2006.01)
   Ｈ０５Ｂ  33/02     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  51/50     (2006.01)
   Ｈ０５Ｂ  33/14     (2006.01)
   Ｇ０２Ｆ   1/1335   (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０９Ｆ   9/00    ３１３　
   Ｇ０２Ｂ   1/10    　　　Ａ
   Ｇ０２Ｂ   5/30    　　　　
   Ｈ０５Ｂ  33/02    　　　　
   Ｈ０５Ｂ  33/14    　　　Ａ
   Ｈ０５Ｂ  33/14    　　　Ｚ
   Ｇ０２Ｆ   1/1335  　　　　
   Ｇ０９Ｆ   9/00    ３０２　

【手続補正書】
【提出日】平成22年3月10日(2010.3.10)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
表示画面上となる第１の面、及び第２の面を有する透光性基板と、
前記第１の面に設けられた複数の凸部を有する反射防止膜と、
前記複数の凸部の間を埋めるように設けられた保護層と、を有し、
前記凸部の底面と斜面との角度は８４度以上９０度未満であり、
前記保護層の屈折率は、前記凸部の屈折率より低く、
前記保護層は、前記凸部の先端が露出するように設けられたことを特徴とする表示装置。
【請求項２】
表示画面上となる第１の面、及び第２の面を有する透光性基板と、
前記第１の面に設けられた複数の凸部を有する反射防止膜と、
前記複数の凸部の間を埋めるように設けられた保護層と、を有し、
前記凸部の底面と斜面との角度は８４度以上９０度未満であり、
前記保護層の屈折率は、前記凸部の屈折率より低く、
前記保護層は前記凸部を覆うように設けられ、かつ前記保護層の表面は前記複数の凸部に
よって形成された凹凸形状が反映されていることを特徴とする表示装置。
【請求項３】
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表示画面上となる第１の面、及び第２の面を有する透光性基板と、
前記第１の面に設けられた複数の凸部を有する反射防止膜と、
前記複数の凸部の間を埋めるように設けられた保護層と、を有し、
前記凸部の底面と斜面との角度は８４度以上９０度未満であり、
前記保護層の屈折率は、前記凸部の屈折率より低く、
前記保護層は前記凸部を覆うように設けられ、かつ前記保護層の表面は前記複数の凸部に
よって形成された凹凸形状の凹部にそって膜厚が減少していることを特徴とする表示装置
。
【請求項４】
請求項１乃至３のいずれか一において、
前記第２の面に設けられた偏光板を有することを特徴とする表示装置。
【請求項５】
請求項１乃至４のいずれか一において、
前記凸部は前記凸部の表面側は空気と同等な屈折率を有し、前記凸部の底面側は前記透光
性基板と同等な屈折率を有するように、前記透光性基板に近づくにつれて連続的に屈折率
が高くなっていることを特徴とする表示装置。
【請求項６】
請求項１乃至５のいずれか一において、
前記保護層は前記透光性基板に近づくにつれて連続的に屈折率が変化していることを特徴
とする表示装置。
【請求項７】
請求項１乃至６のいずれか一において、
前記保護層はシリカ、アルミナ、及び炭素を含むエアロゲルのいずれかからなることを特
徴とする表示装置。
【請求項８】
請求項１乃至７のいずれか一において、
前記反射防止膜は酸素を含む窒化珪素でなることを特徴とする表示装置。
【請求項９】
請求項１乃至８のいずれか一において、
前記凸部の底面と斜面との角度が８４度以上９０度未満のとき、前記反射防止膜における
外光の平均反射率は０．１５％以下であることを特徴とする表示装置。
【請求項１０】
請求項１乃至８のいずれか一において、
前記凸部は高さが１μｍ～３μｍ、かつ前記凸部の底面と斜面との角度が８７．２度のと
き、前記反射防止膜における外光の反射率は０．１％以下であることを特徴とする表示装
置。
【請求項１１】
請求項１乃至８において、
前記凸部は上底面及び下底面を有する円錐形状であり、
前記上底面の直径ａと、前記下底面の直径ｂとの比が０．２以下であることを特徴とする
表示装置。
【請求項１２】
請求項１１において、
前記反射防止膜における外光の反射率は０．７％以下であることを特徴とする表示装置。
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